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案件名

契約金額

予定価格

見積書徴取状況

当該業者は、都内各公共職業安定所に設置してある雇用調整助成金システムの開発業者であり、シス
テムのソフトウェアの内容に精通し、他の業者が実施することは不可能なため。

平成22年12月22日

会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

シャープシステムプロダクト株式会社　　新宿区市谷八幡町８番地

職業安定部

随意契約理由書

\3,412,500円

雇用調整助成金等管理システムに係る
セットアップ業務について

要求部署名

契約年月日

雇用調整助成金等管理システムに係るセットアップ業務について

予定価格

その他
特記事項

\3,412,500円

発注（契約）
内     容

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

随意契約
の理由

根拠法令

１社（業者指定）

自己検索機のネットワークを用いて助成金システムを使用しているところであるが、本省主体のシス
テム最適化計画に基づき、平成２３年３月をもって自己検索機の撤去が決まり、助成金システムの運
営のために独自のネットワーク回線及びシステムの調整が必要となったため。


